
裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

宇都宮地方裁判所

|P = 可行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）

１
■
ロ
ロ
□
□
□
□
□
□

傷したもの。

’2行為の日時

|■■■■■
ロ3行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他 （ ）

’
4

事件関係者 ■
Ｉ
■

傍聴人

不明

その他（ ）

’5
－－ 一

裁判官

その他の職員 ’

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎
琵琴、

住居（官舎を含む。 ） 己電奇、

J ，了ごL】

裁判所のその他の施設 1 1 ． ’

｜繩,f-ILfい一′
』

物品，文書等

|）その他（ 〆

↓

I■ ･口Ⅱ ■■ ■も『･･■■
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

一 ー－

I
■
日 ロ』Ⅱ」 ご 画． ‐

l ：_?P曙.幽遮J1･串尋,， ,靴に‘‘男に紗' -.qPd‘強IF,柵．

’Qロ

■
’

7行為に至る経緯

■次のとおり
■

ロ別紙のとおり 口追完予定

上記6のとおり。

’
８
■

裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

吹のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

J
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

宇都宮地方裁判所

「
■鱈剛；
｜屍霞には閉

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）

１
口
□
□
■
□
□
□
□
□

…
一
■
■
■
■
■
国
Ｉ

まらなくなった 。

2行為の日時 ’

行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他N I)

3

ｌ
4行為者

事件関係者

｜
傍聴人

不明

その他一） ’

■■■

裁判官

|継堂＝
事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他【
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’
6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
■
■

－I
’

7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

■ ■■■

8裁判所の対応，

■次のとおり

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり 口追完予定

’ 唇盲＝ 二三
宗 ’

’

9備考



’ ’
大阪家裁総第586号 (庶ろ－15-A) 平成29年10月］2日

’最高裁判所事務総局総務局長殿 大阪家庭裁判所長

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

大j坂家庭裁判所

|■
行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為
聯員の職務遂行の妨害

その他（ ）

１
口
ロ
ロ
■
□
□
ロ
ロ
ロ

|落書きされた。

2 行為の日時■■
■■■

3 行為の場所 ’
法廷，審判廷又はその

周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）
その他（ ）

行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他（■

4 ’

|）

■
被害者，被害施設等
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設
物品‘ 文書等

その他I I)

5 ’

’
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〃

ロ追完予定 ’
行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり

’
’

’

F
１
－

’

行為に至る経緯

次のとおり

7

■ 口別紙のとおり 口追完予定

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり

裁判所の対応，

次のとおり

８
□ ■追完予定

I

１
１
１

’I

■■■■ ’
| ’

｜
’

’

’

I

9 備考

(最総一）
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 大阪地方裁判所

く

〔

Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ

、

〆

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

■施設，物品等の穀損等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

け

■■■■■■■■■■■■■■■
い も 〃

、

■■■■■■■■■■■■■■■■
. -f． 』 ,

■■■■■■■■■■傷(落書き)を付けられ，

■■■■■■■■■■■■破損された(別添写真

のとおり） 。

｜

時日の為行２

3行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他 q■■■ ）

｜
・

4行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他

Ｐ
、
ｔ
も

一

一患



’ 3に記載のとおり被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他(■■■■■）

5

行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり

1に記載のとおり

６
■ 口追完予定

行為に至る経緯

次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

1に記載のとおり

7

匡
Ｊ
Ｊ
、

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり 口追完予定

８
■

’

’

9備考
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

庁名）東京家庭裁判月

〔

〔

今

餌.qとみ寺‘r一分＝や巴ご乎学戸 1

平成29年10月16日 東京家裁総第668号

最高裁判所事務総局総務局長殿 東京家庭裁判所長

1 行為の概要

■職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口 自殺

口施設
９
分

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

□裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

■■■■■■■■■■■■■■

■小突いたもの。

2行為の日時■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
3行為の場所

I
法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他(

’
一

4行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他（■■）

｜
’

5被害者，被害施設等

’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他 ）

｜
・

劉鍾琴聿蕊、鴬､←



’

行為の態様及び被害の状況

次のとおり

６
■ 別紙のとおり□ 口追完予定

行為に至る経緯

次のとおり

７
■ ロ別紙のとおり 口追完予定

１
１

’

8裁判所の対応，

■次のとおり

その結果等の行為 事情後の

別紙 のとおり 口追完予定□

’

9備考

(最総一）
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

（庁名） 千葉地方裁判所

１
口
ロ
ロ
■
□
□
□
□
□

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）

’
声

■
一
○

|損壊された
－

2行為の日時 ’ ’

’3

｜ 法廷，審判廷又はその周辺 ’

I

裁判所構内

｜住居（官舎を含む。 ）
｜ その他 （ ） ’ ’

■■■■■行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他(■

4

’
|）

回
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他（ |）

＝

へ
、

I
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び被害の状況６
■ 口追完予定

１
１

’

’

7行為に至る経緯

■孜のとおり 口別紙のとお.り 口追完予定

’

’

I8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

’一

’’

’

’ピー－一 ，一 二 一 I■■｡．－」－－ 1－． ■ ■－4－

9備考

(最総一）
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福島地裁総第954号
（庶ろ－04)

平成29年10月19日

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

福島地方裁判所

行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷
施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害
その他（

|■１
■
ロ
ロ
□
ロ
ロ
ロ
■
□

蕊向かって， |脅迫

て

2行為の日時

8

行為の場所

法廷，審判廷又はその

3

周辺

庁舎内

裁判所榊内

住居（官舎を含む。 ） ’
その他（ ）

二

〔
、
Ｉ

刻
詮

事件関係者

傍聴人

｜不明

その他（ ）
■

～=二一回一
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被害春，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生
事件関係者

傍聴人

職員の家族
庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他(■■■■■）

’5

行為の態様及び被害の状況
次のとおり ■別紙のとおり

６
口 口追完予定

行為に至る経緯

次のとおり

７
□ ■別紙のとおり ロ追完予定

裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

次のとおり 口別紙のとおり

８
■ 口追完予定

’

’
－9■画

’

■’
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丙 室酬QU

．■’
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(最総一）
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（別紙）

6行為の態様及び被害の状況

7行為に至る経緯

6及び7について，次のとおり

’’

’

’

．
‐
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
』

ｒ
１

－
Ｉ

’

’

’

｜

ｌ

ｌ
ｌ

’

■■■■■阿部正夫地裁総務課長及

|の対応に当たった｡｜ －－

’

’び佐久間誠地裁総務課課長補佐が

’［ －‐ －

’ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

’

’

’

’

|阿部正夫総務課長が, ’’ |佐久間総務課課長補佐が対

［
Ｉ



応に当たったc
n

lf ’

’

’

’

１
１

｜

’

｜－

’

’

’

■■■

’

’

’

’

2





裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

大阪家庭裁判所

－

て

〔

■

１

４

ａ

Ｆ

０

・

ｏ

ｆ

０

１

＄

◆

屯

Ｈ

Ｕ

ｒ

ー■一

大阪家裁総第613号 (庶ろ－15-A) 平成29年10月20日

最高裁判所事務総局総務局長殿 大阪家庭裁判所長

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害
■それ以外の者に対する加害

口 自殺

口施設
９
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用
口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為
口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

2 行為の日時’

3 行為の場所

’
法廷

周辺

，

庁舎内

審判廷又はその

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）
その他 1■■■■■■）

■■■■■■■■■■■■■■■■

4 行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他 (■■■■■■）
5 被害者，被害施設等

’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）
裁判所のその他の施設

物品,文書等

その他（■■■■■■■）



行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり

６
■

ロ追完予定

｜
｜ －

’
’

－ ’
一『、一一＝■~■

8

行為に至る経緯

次のとおり

７
■ 口別紙のとおり 口追完予定

１
１

－－－－－

ロー
リ■■■■■■■■■■■■

■－
’

…面 ■|~ー■
冒■■1 1 ■■■■

１
１

UJ
因

裁判所の対応， その結果等の行為後の事情

次のとおり 口別紙のとおり

８
■ 口追完予定

－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

‐‐ ’

昌一 ’

’
－

１
１
１

一

’
’

ｒ
■
■
■
■
■
■
■
■

’

9 備考

(最総一）
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

」け

（

〈

ｌ
ｌ
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

元

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設
り
り

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

■裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

■■■■■■■
者は,■■■■■■
ら退去せず,■■■■

■■■■■■

■ ■ 骨

行為

舎か

■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■退去を求めたが，
さらに■■■■■■■■

これに応じず，

退去の説得にも

一
一たつかなじ応

■■■■■■■

2行為の日時■■■■■■■■■■ ﾛ■■
3行為の場所

I
法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他(■■■■■■■■）

I■■■■■■■■■

係者

行為者

事件関

傍聴人

不明

4

）■■■■その他（

■■■■■■■

5被害者，被害施設等

’ Qb

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品,文書等

その他(■■■■■■■■）

一一



行為の態様及び被害の状況

次のとおり ロ別紙のとおり 1
６
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口追完予定
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7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

’
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（
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1 1

’
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8裁判所の対応

■次のとおり

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり ロ追完予定
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号
〕
日
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０
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９
１
２

６
一
月

第
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総
訟
１

裁
く
年

地
９
仙
２成平

最高裁判所事務総局総務局長殿

仙台地方裁判所長大善文男

て
裁判所職員に対する加害行為等に関する報告について

（平成6年12月27日付け総一第391号に基づく報告）

さきに送付した平成28年12月8日付け総第728号「裁判所職員に対する加

害行為等に関する報告書」について，下記のとおり追加報告します。

記

平成29年2月17日付け総第107号「裁判所職員に対する加害行為等に関平成29年2月17日付け総第10

する報告書（追加） 」により報告した
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添付書類

■■■■■■

↓

1

’

＝



●

■

でノ
●

｡

？

▲

U

■

一

’

口

口

．



ノ豊 i l--

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 松山地方裁判月

<ノ
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1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

■施設
９
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

■■■■■■■■■■■■■■■
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辞 一
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一

落書き

した。

がされているのを

2行為の日時 ■■

3行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他（

｜
｜

4行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他（■■■■■■■■）

。

5被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

､職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他 ．
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり
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■ 口追完予定
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7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙． のとおり 口追完予定
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’
８
■
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裁判所の対応，

次のとおり

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり 口追完予定
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長

最高裁判所事務総局総務局長殿

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書（追加）

（庁名） 長野地方裁判所
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行為の概要
職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷
施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用
逃走
裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（
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行為の日時 l2

行為の場所
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裁判所構内
住居（官舎を含む。 ）

その他I －】
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行為者
事件関係者
傍聴人
不明

その他（’ |）

被害者，被害施設等
裁判官
その他の職員
司法修習生
事件関係者
傍聴人
職員の家族
庁舎
住居（官舎を含む。 ）
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6行為の態様及び被害の状況
■次のとおり 口別紙 のとおり

■■－

口追完予定

行為に至る経緯
次のとおり

７
口 口別紙 のとおり 口追完予定

（ 特記事項なし

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
■次のとおり 口別紙 のとおり 口追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
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１
ロ
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ロ
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行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺,自傷
施設,物品等の損壊等
文書偽造,官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（ ）

別紙記載のとおり

2行為の日時別紙｢行為の概要｣記載のとおり

3行為の場所
法廷,審判廷又はその周辺
庁舎内
裁判所構内
住所(官舎を含む｡）

その他一

■■■■■■■■■■■■■■■■

5被害者,被害施設等

’
裁判官
その他の職員
司法修習生
事件関係者
傍聴人
職員の家族
庁舎
住所(官舎を含む｡）
裁判所のその他の施設
物品,文書等
その他
事件関
傍聴人
不明

）

その他一）

一

6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
別紙I行為の概妥｣記載のとおりである。
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7行為に至る経緯
囚次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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別紙｢行為の概要｣記載のとおりである。

8裁判所の対応,その結果等の行為後の事情
■次のとおり 口別紙のとおり ロ追完予定
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(別紙）

行為の概要
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